
ハーモニータウン地区地区計画の案となるべき事項の縦覧

南が丘三丁目地区地区計画の案となるべき事項の縦覧

津市水道局公告

久居元町東地区地区計画の案となるべき事項の縦覧

津市公告

個人演説会等開催のために必要な設備の程度及び納入すべき費用の額の承認

平成２４年産水稲の共済金の支払額等の公表

放置自転車等の撤去及び保管

平成２５年産の麦に適用する単位当たり共済金額等

平成２４年４月１日から同年９月３０日までの津市水道事業及び津市工業用水道事業業務状況の公表

放置自転車等の撤去及び保管

市道路線の区域変更

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２４年１２月２０日

第 　１６８　　号

住民票の職権消除及び公示送達

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

市道路線の供用開始

市道路線の区域変更

平成２４年４月１日から同年９月３０日までの津市駐車場事業業務状況の公表

平成２４年４月１日から同年９月３０日までの津市農業共済事業の業務状況の公表

公示送達

久居元町地区地区計画の案となるべき事項の縦覧

最高裁判所裁判官国民審査における開票の日時

津市水道局告示

久居元町西地区地区計画の案となるべき事項の縦覧

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市選挙管理委員会告示

戸籍住民基本台帳手数料等の収納事務の一部委託

平成24年11月分津市農用地利用集積計画の決定

開発行為に係る工事の完了

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市告示

公示送達

津市下水道排水設備指定工事店の指定

公示送達

公示送達

公示送達
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※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における投票所の開閉時間
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衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における在外選挙人にかかる不在者投票用紙等の
交付場所

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における在外選挙人が投票できる期日前投票所の
指定

在外選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所及び期間

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所の決定

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務
を代理すべき者の選任

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における開票立会人のくじを行う場所及び日時

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者
の選任

津市農業委員会委員選挙における当選人

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における投票所の決定

衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置場所

最高裁判所裁判官国民審査において審査に付される裁判官氏名等の掲示場の設置場所

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数



津市告示第２４９号

 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９条）第１１９条第２項及び同令第

１２１条の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度及び納入

すべき費用の額を津市選挙管理委員会の承認を得て次のとおりとする。

 なお、平成２３年津市告示第８３号は、廃止する。

  平成２４年１２月３日

津市長 前 葉 泰 幸    

 別紙のとおり



























津市告示第２５０号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５１号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○ 

○○ ○○○○○ 

差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年１２月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

安濃町川西地内 １ 平成２４年１１月 ６日 

栄町地内 １ 平成２４年１１月１２日 

白塚団地 ４ 平成２４年１１月１３日 

南が丘野鳥公園 １ 平成２４年１１月１３日 

柳山津興地内 １ 平成２４年１１月１５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１１月１６日 

白塚地内 １ 平成２４年１１月１６日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ３２ 平成２４年１１月１９日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 ２４ 平成２４年１１月１９日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ８ 平成２４年１１月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月２０日 

一身田中野地内 １ 平成２４年１１月２０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月２２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月２２日 

大門地内 １ 平成２４年１１月２２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月２７日 

一身田豊野地内 １ 平成２４年１１月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１１月２９日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２５３号 

平成２５年産の麦に適用する単位当たり共済金額等を、津市農業共済条例（平

成１８年津市条例第１８５号）第３７条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

農作物共済（麦）共済掛金率等一覧表

農作物

共済の

共済目

的の種

類等

農作物共済の種

別

法第 107条第４項の規
定による危険段階別

単位当たり共済

金額（円／㎏）

共済掛

金率

共済加入

者負担共

済掛金率

麦１類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

１ 危険段階基準共済

掛金設定要領（以

下「要領」という。）

により算出した平

成 10 年産から平
成 23 年産までの
麦の被害率の平均

が 11.4％以上の農
作物共済加入者

交付農業者

●パン・中華麺

163 円
●パン・中華麺以外

116 円
交付農業者以外

18 円
種子用麦

189 円

7.940 3.771500

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

6.690 3.177750

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

5.943 2.822925

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.129 2.436275

５ 要領により算出し 3.970 1.885750



た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

5.952 2.827200

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.810 2.812040

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.895 2.369180

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

4.348 2.104432

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.753 1.816452

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.905 1.406020

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

4.355 2.107820



なる者

100
分の

50 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 4.053 2.022447

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

3.415 1.704085

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.033 1.513467

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

2.618 1.306382

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.026 1.010974

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 8.576 4.056448



物共済 ２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

7.226 3.417898

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.419 3.036187

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.540 2.620420

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.288 2.028224

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.429 3.040917

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.651 2.740735

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.761 2.309085

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
4.230 2.051550



ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.650 1.770250

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.825 1.370125

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.236 2.054460

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 3.463 1.731500

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

2.918 1.459000

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

2.592 1.296000

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

2.237 1.118500



平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

1.732 0.866000

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 11.504 5.372368

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

9.693 4.526631

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

8.611 4.021337

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

7.432 3.470744

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

5.752 2.686184



入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

8.624 4.027408

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 8.167 3.879325

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

6.881 3.268475

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.113 2.903675

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.275 2.505625

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.083 1.939425

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.122 2.907950

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

同上 5.317 2.594696



平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.480 2.186240

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.980 1.942240

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.435 1.676280

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.659 1.297592

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 8.710 4.119830

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作

7.339 3.471347



物共済加入者

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.519 3.083487

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.626 2.661098

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.355 2.059915

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.529 3.088217

100
分の

80 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 6.126 2.958858

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

5.161 2.492763

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

4.585 2.214555



４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.957 1.911231

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

3.063 1.479429

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.592 2.217936

100
分の

70 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 4.482 2.218590

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

3.777 1.869615

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.355 1.660725

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

2.895 1.433025

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
2.241 1.109295



ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.360 1.663200

麦２類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

交付農業者

116 円
交付農業者以外

19 円
ビール用麦

117 円
種子用麦

169 円

5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦３類 法第 106
条第１項

100
分の

30 

交付農業者

135 円
5.952 2.827200



第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

交付農業者以外

25 円
種子用麦

158 円

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦４類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

交付農業者

155 円
交付農業者以外

37 円
種子用麦

176 円

5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460



済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦５類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

― 5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

― 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

― 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168



法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

注１ 交付農業者とは、農業者戸別所得補償制度実施要綱（農林水産省事務次官依命

通知平成 22 年 4 月 1 日付け 22 経営第 7133 号制定）第７の３の畑作物の所得補
償交付金の交付申請をするものをいう。

注２ 秋まき麦において、麦１類～４類に属しない共済目的の種類は麦５類とする。



津市告示第２５４号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１９号）第５条の規定に基づき、平成２４年４月１日から同年９月３０日まで

の津市水道事業及び津市工業用水道事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２４年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、９

月末現在の給水戸数は１２６，９３１戸、配水量は２０，７８３，３６９

 、有収水量は１７，８４３，９３１ となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益３，０２１，４８８，７２

０円、営業外収益１３２，０３３，３６７円、特別利益５７０，６１７円

で合計３，１５４，０９２，７０４円となりました。費用では、営業費用

２，８２１，１４３，８４９円、営業外費用１８６，４０９，４７４円、

特別損失１，７５９，３９９円で合計３，００９，３１２，７２２円とな

り、収支差引におきまして、１４４，７７９，９８２円の純利益となりま

した。 

 津市工業用水道事業 

平成２４年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、配

水量は１７８，９４３ 、有収水量は１７６，８７５ となりました。

経営状況としましては、収益では、営業収益１１，００４，４８０円と

なりました。費用では、営業費用１０，５３０，６５３円となり、収支差

引におきまして、４７３，８２７円の純利益となりました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

平成２４年４月１日から同年９月３０日の状況は、損益計算書（別表１）

及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

 津市工業用水道事業 

平成２４年４月１日から同年９月３０日の状況は、損益計算書（別表３）

及び貸借対照表（別表４）のとおりであります。 



単位　円

1

(1) 2,980,928,406

(2) 22,741,747

(2) 17,818,567 3,021,488,720

2

(1) 1,416,546,071

(2) 263,248,674

(3) 41,020,149

(4) 132,306,987

(5) 158,807,517

(6) 808,990,000

(7) 146,000

(8) 78,451 2,821,143,849

200,344,871

3

(1) 5,938,680

(2) 50,019,687

(3) 76,075,000 132,033,367

4

新 規 給 水 加 入 金

営 業 外 費 用

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

原 水 及 び 浄 水 費

平成２４年度津市水道事業損益計算書
　（平成２４年４月１日から同年９月３０日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

配 水 及 び 給 水 費

受 託 工 事 費

業 務 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

雑 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

そ の 他 営 業 費 用

別表１

4

(1) 164,035,474

(2) 22,374,000 186,409,474 △54,376,107

145,968,764

5

(1) 570,617 570,617

6

(1) 1,759,399 1,759,399 △1,188,782

144,779,982

761,054,483

616,274,501

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費及び繰延勘定償却の執行は、当初予算額の約1/2で作成して

　　います。

営 業 外 費 用

支払利息及び企業債取扱諸費

経 常 利 益

過 年 度 損 益 修 正 損

特 別 利 益

過 年 度 損 益 修 正 益

繰 延 勘 定 償 却

特 別 損 失

当 期 未 処 理 欠 損 金

前 年 度 繰 越 欠 損 金

当 期 純 利 益



単位　円

1

イ 1,883,981,075

ロ 4,386,284

ハ 2,903,323,931

938,542,813 1,964,781,118

ニ 56,550,399,226

24,324,280,769 32,226,118,457

ホ 10,031,482,816

6,844,175,881 3,187,306,935

ヘ 41,095,943

36,391,753 4,704,190

ト 366,871,466

302,327,549 64,543,917

チ 468,895,810

39,804,717,786

イ 185,839,235

ロ 93,480,432

平成２４年度津市水道事業貸借対照表
　（平成２４年９月３０日）

資　　産　　の　　部

土 地

(1)

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

中 勢 水 道 利 用 権

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

立 木

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

工具､器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

庁 舎 利 用 権

(2)

有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

別表２

ロ 93,480,432

ハ 2,251,682

281,571,349

イ 97,726,819

97,726,819

40,184,015,954

2

6,417,945,576

791,512,855

90,301,699

123,947,825

86,541,836

7,510,249,791

3

59,513,500

59,513,500

47,753,779,245

(1)

電 話 加 入 権

基 金

無 形 固 定 資 産 合 計

現 金 預 金

繰 延 勘 定 合 計

資 産 合 計

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 金

流 動 資 産 合 計

繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

(2)

(3)

(5) そ の 他 流 動 資 産

(4)

庁 舎 利 用 権

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(3)

投 資 合 計

投 資



4

イ 1,500,000

1,500,000

5

266,847,273

142,200,000

307,263,033

716,310,306

717,810,306

6

7,229,322,256

イ 14,512,896,804

14,512,896,804

21,742,219,060

7

(1) 資 本 剰 余 金

(2) 借 入 資 本 金

企 業 債

資 本 金 合 計

剰 余 金

流 動 負 債 合 計

借 入 資 本 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

資　　本　　の　　部

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

負　　債　　の　　部

流 動 負 債

固 定 負 債 合 計

固 定 負 債

(1) 引 当 金

負 債 合 計

退 職 給 与 引 当 金

前 受 金

(3)

(1) 未 払 金

(2)

イ 12,776,779,689

ロ 4,210,963,825

ハ 4,401,261,253

ニ 240,152,160

ホ 2,018,237,549

ヘ 1,777,094,466

ト 26,127,646

チ 459,407,792

25,910,024,380

イ 616,274,501

616,274,501

25,293,749,879

47,035,968,939

47,753,779,245

新 規 給 水 加 入 金

他 会 計 補 助 金

(1) 資 本 剰 余 金

基 金 利 息

基 金 繰 入 金

工 事 負 担 金

受 贈 財 産 評 価 額

国 県 補 助 金

寄 付 金

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

当期未処理欠損金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

欠 損 金 合 計

(2)



単位　円

1

(1) 11,004,480 11,004,480

2

(1) 1,147,567

(2) 5,994,086

(3) 3,389,000 10,530,653

473,827

473,827

473,827

0

473,827

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費の執行は、当初予算額の約1/2で作成しています。

平成２４年度津市工業用水道事業損益計算書
　（平成２４年４月１日から同年９月３０日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 純 利 益

営 業 費 用

原 水 及 び 浄 水 費

経 常 利 益

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

総 係 費

減 価 償 却 費

別表３



単位　円

1

イ 1,650,000

ロ 7,999,210

5,685,598 2,313,612

ハ 85,309,046

59,255,144 26,053,902

ニ 78,096,020

44,842,239 33,253,781

ホ 882,665

816,400 66,265

ヘ 360,000

291,200 68,800

ト 25,819,110

89,225,470

89,225,470

工具､器具及び備品

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

(1)

平成２４年度津市工業用水道事業貸借対照表
　（平成２４年９月３０日）

資　　産　　の　　部

有 形 固 定 資 産

固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

別表４

2

109,837,906

1,890,000

1,354,156

113,082,062

202,307,532

(3) そ の 他 流 動 資 産

(2)

(1) 現 金 預 金

流 動 資 産

未 収 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計



3

イ 5,487,903

5,487,903

4

22,207

550,224

572,431

6,060,334

5

131,979,612

131,979,612

6

イ 1,657,500

1,657,500

イ 22,128,013

ロ 40,008,246

資 本 剰 余 金 合 計

資　　本　　の　　部

流 動 負 債

(1)

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

資 本 金 合 計

(2) そ の 他 流 動 負 債

当期未処分利益剰余金

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

(2) 利 益 剰 余 金

利 益 積 立 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 積 立 金

修 繕 引 当 金

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

未 払 金

固 定 負 債 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 引 当 金

ハ 473,827

62,610,086

64,267,586

196,247,198

202,307,532

資 本 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

当期未処分利益剰余金

負 債 資 本 合 計



津市告示第２５５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２１８号）第１６条

の規定に基づき、平成２４年４月１日から同年２４年９月３０日までの津市駐

車場事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 



１ 事業報告書

 概 況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場及びアスト駐車

場を運営し、市街地における自動車の駐車需要に応ずるよう努めています。

平成２４年４月１日から同年２４年９月３０日までの利用状況は、次の

とおりです。

ア 利用台数   ３２６，０９４台（前年同期 ３１７，６０７台）

イ 一日平均台数   １，７８１台（前年同期   １，７３５台）

２ 経理の状況

平成２４年度上半期の経理の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照

表（別表２）のとおりです。

３ 前年度事業の決算状況

別冊のとおりです。



1 営業収益

2 営業費用

3 営業外収益

4 営業外費用

111,149,121

111,149,121

33,404,826

77,744,295

経 常 利 益

当期未処分利益剰余金

前 年 度 繰越 欠 損金

当 期 純 利 益

△ 1,430,113

112,579,234

1,598,067 1,598,067

26,301

141,653 167,954

14,889,159減 価 償 却 費

駐 車 場 管 理 費

駐 車 収 益 170,804,950

58,225,716

（１）
企業債取扱諸費
支 払 利 息 及 び

（１） 受取利息及び配当金

（２） 雑 収 益

別表１

平成24年度上半期津市駐車場事業損益計算書
（平成24年4月1日から同年9月30日まで）

170,804,950

（単位　円）

営 業 利 益

（１）

（２）

（１）

43,336,557



1

2

別表２

平成２４年度津市駐車場事業貸借対照表
（平成２４年９月３０日）

（単位　円）
資　産　の　部

固 定 資 産

（１） 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 1,264,146,151

イ 建 物 1,205,725,411

減価償却累計額 449,784,449 755,940,962

ウ 構 築 物 1,070,200

減価償却累計額 1,016,690 53,510

エ 機 械 及 び 装 置 92,929,272

減価償却累計額 88,283,808 4,645,464

オ 工具、器具及び備品 10,403,190

減価償却累計額 9,883,031 520,159

有形固定資産合計 2,025,306,246

固 定 資 産 合 計 2,025,306,246

流 動 資 産

（１） 現 金 預 金 229,143,234

（２） 未 収 金 141,653

2,257,412,833

（３） その他流動資産 2,821,700

流 動 資 産 合 計 232,106,587

資 産 合 計



3

4

5

6

注１　有価証券の評価方法は、期末帳簿価額（原価法）をもって期末評価額としている。
注２  固定資産（償却資産）の減価償却の方法は、定額法によって取得の翌年度から行っている。

負　債　の　部

固 定 負 債

（１） 他 会 計 借 入 金 133,458,720

固 定 負 債 合 計 133,458,720

流 動 負 債

（１） 未 払 金 0

（２） 前 受 金 1,663,200

（３） その他流動負債 500,000

流 動 負 債 合 計 2,163,200

負 債 合 計 135,621,920

資　本　の　部

資 本 金

（１） 自 己 資 本 金 1,749,973,027

（２） 借 入 資 本 金

ア 企 業 債 294,073,591

借入資本金合計 294,073,591

資 本 金 合 計 2,044,046,618

剰 余 金

（１） 剰 余 金

ア 当 期 未 処 理
剰 余 金 77,744,295

負 債 資 本 合 計 2,257,412,833

剰 余 金 合 計 77,744,295

剰 余 金 合 計 77,744,295

資 本 合 計 2,121,790,913



津市告示第２５６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規定に基づき、平成

２４年４月１日から同年９月３０日までの津市農業共済事業の業務の状況を次

のとおり公表する。 

  平成２４年１２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 













































津市告示第２５９号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２４年１２月６日

津市長  前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

千葉設備
津市美里町家所

１５４番地２４

平成２４年１２月 １日から

平成２８年 ３月３１日まで



津市告示第２６０号

平成２４年産水稲に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定し

たので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の規定

により、農作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、農作物共済減収量、共済

金の支払期日及び支払方法を別紙のとおり公表する。

平成２４年１２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



加 入 者
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

A1 津市 分部 4,848 24 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A2 津市 分部 32,320 160 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A3 津市 小舟 6,666 33 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A4 津市 殿村 49,086 243 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A5 津市 殿村 106,454 527 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A6 津市 産品 63,226 313 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A7 津市 産品 12,726 63 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A8 津市 産品 67,670 335 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A9 津市 高野尾 123,018 609 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

A10 津市 神戸 97,364 482 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

B1 津市 河芸町　三行 21,816 108 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

C1 津市 芸濃町　北神山 59,792 296 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

C2 津市 芸濃町　萩野 11,514 57 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

C3 津市 芸濃町　雲林院 30,906 153 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

D1 津市 安濃町　草生 47,672 236 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

D2 津市 安濃町　草生 5,656 28 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

D3 津市 安濃町　村主 52,116 258 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

D4 津市 安濃町　村主 57,166 283 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E1 津市 美里町　長野 3,030 15 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E2 津市 美里町　長野 4,040 20 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E3 津市 美里町　平木 30,300 150 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E4 津市 美里町　家所 24,442 121 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E5 津市 美里町　家所 47,268 234 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E6 津市 美里町　家所 56,762 281 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

E7 津市 美里町　家所 78,578 389 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F1 津市 美杉町　竹原 29,290 145 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F2 津市 美杉町　八知 6,464 32 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F3 津市 美杉町　八知 1,010 5 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F4 津市 美杉町　八知 32,724 162 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F5 津市 美杉町　八知 13,938 69 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F6 津市 美杉町　川上 8,080 40 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F7 津市 美杉町　川上 57,974 287 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F8 津市 美杉町　丹生俣 12,726 63 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

F9 津市 美杉町　下之川 11,716 58 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G1 津市 白山町　二俣 30,704 152 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G2 津市 白山町　二俣 15,352 76 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

平成２４年産　農作物共済（水稲）　加入者ごと共済金支払額一覧

地　区　名



加 入 者
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成２４年産　農作物共済（水稲）　加入者ごと共済金支払額一覧

地　区　名

G3 津市 白山町　二俣 1,818 9 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G4 津市 白山町　二俣 34,340 170 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G5 津市 白山町　二俣 14,140 70 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G6 津市 白山町　小杉 15,150 75 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G7 津市 白山町　二本木 60,196 298 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G8 津市 白山町　二本木 26,225 1049 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G9 津市 白山町　二本木 258,560 1280 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G10 津市 白山町　岡 41,208 204 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G11 津市 白山町　三ヶ野 90,900 450 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G12 津市 白山町　三ヶ野 43,228 214 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G13 津市 白山町　三ヶ野 13,534 67 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G14 津市 白山町　佐田 55,954 277 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G15 津市 白山町　佐田 22,422 111 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G16 津市 白山町　佐田 47,470 235 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G17 津市 白山町　佐田 46,662 231 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G18 津市 白山町　南出 34,744 172 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G19 津市 白山町　上ノ村 33,532 166 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G20 津市 白山町　八対野 32,320 160 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G21 津市 白山町　八対野 179,174 887 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G22 津市 白山町　八対野 138,370 685 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G23 津市 白山町　八対野 296,132 1466 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G24 津市 白山町　稲垣 808 4 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

G25 津市 白山町　山田野 9,292 46 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H1 津市 一志町　大仰 12,928 64 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H2 津市 一志町　大仰 5,858 29 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H3 津市 一志町　波瀬 12,120 60 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H4 津市 一志町　波瀬 70,700 350 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H5 津市 一志町　波瀬 67,670 335 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H6 津市 一志町　高野 6,464 32 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H7 津市 一志町　波瀬 15,958 79 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H8 津市 一志町　片野 93,930 465 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H9 津市 一志町　片野 244,824 1212 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H10 津市 一志町　高野 756,490 3745 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H11 津市 一志町　高野 12,120 60 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H12 津市 一志町　高野 23,836 118 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

H13 津市 一志町　其倉 44,036 218 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込



加 入 者
共済金の
支払額(円)

農作物共済
減収量(kg)

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

平成２４年産　農作物共済（水稲）　加入者ごと共済金支払額一覧

地　区　名

H14 津市 一志町　其倉 2,222 11 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I1 津市 川方町 23,836 118 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I2 津市 牧町 139,178 689 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I3 津市 牧町 26,866 133 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I4 津市 稲葉町 208,950 8358 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I5 津市 榊原町 21,008 104 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I6 津市 榊原町 77,164 382 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I7 津市 榊原町 284,012 1406 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I8 津市 榊原町 2,222 11 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I9 津市 榊原町 29,290 145 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I10 津市 榊原町 46,864 232 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I11 津市 榊原町 67,670 335 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I12 津市 榊原町 55,954 277 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I13 津市 須ヶ瀬町 15,756 78 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I14 津市 須ヶ瀬町 62,822 311 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I15 津市 須ヶ瀬町 45,652 226 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I16 津市 須ヶ瀬町 42,218 209 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I17 津市 須ヶ瀬町 17,978 89 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I18 津市 須ヶ瀬町 37,370 185 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I19 津市 須ヶ瀬町 98,576 488 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I20 津市 須ヶ瀬町 30,300 150 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I21 津市 須ヶ瀬町 51,106 253 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I22 津市 須ヶ瀬町 71,306 353 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

I23 津市 須ヶ瀬町 88,880 440 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込

J1 津市 香良洲町 11,716 58 平 成 24 年 12 月 20 日 口座振込



津市告示第２６１号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２４年１２月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２４年１２月１０日 



津市告示第２６２号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１２月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○ 

○○ ○○○○○ 

配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２６３号 

津市自転車等の放置の防止に関する第１４条の規定に基づき撤去し、保管し

ている自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２４年１２月１３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

白塚駅公共自転車等駐車場 ４ 平成２４年 ５月２１日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 ２ 平成２４年 ５月２１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２６４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１３日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  ５６ 芸濃中学校線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市芸濃町椋本字目細 5606 番 1 地先から 

津市芸濃町椋本字横山 6826 番 2 地先まで 
旧 11.3～22.4 30.0 

津市芸濃町椋本字目細 5606 番 1 地先から 

津市芸濃町椋本字横山 6826 番 2 地先まで 
新 11.3～22.4 30.0 

２ 路線名  ３３６ 精進谷線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市芸濃町椋本字精進谷 5330 番地先から 

津市芸濃町椋本字精進谷 5330 番地先まで 
旧 2.0～3.0 20.0 

津市芸濃町椋本字精進谷 5330 番地先から 

津市芸濃町椋本字精進谷 5330 番地先まで 
新 2.0～12.0 20.0 



３ 路線名  ７ 関ノ宮御衣田線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町川口字上野前 7815 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7816 番地先まで 
旧 4.8～5.2 67.0 

津市白山町川口字上野前 7815 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7816 番地先まで 
新 4.8～5.2 67.0 

津市白山町川口字上野前 7815 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7816 番地先まで 
新 7.0～7.0 82.0 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先まで 
旧 4.8～5.0 30.0 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先まで 
新 4.8～5.0 30.0 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先から 

津市白山町川口字上野前 7822 番地先まで 
新 7.0～7.0 45.0 



津市告示第２６５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

７ 関ノ宮御衣田線 

津市白山町川口字上野前

7815 番地先から 平成２５年 

津市白山町川口字上野前

7816 番地先まで 

１月７日 

７ 関ノ宮御衣田線 

津市白山町川口字上野前

7822 番地先から 平成２５年 

津市白山町川口字上野前

7822 番地先まで 

１月７日 



津市告示第２６６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１３日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  1230 栗真町屋町第３２号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市栗真町屋町字根上り 544-5 番地

先から 

津市栗真町屋町字根上り 547-3 番地

先まで 

旧 2.9～3.0 95.2 

津市栗真町屋町字根上り 544-5 番地

先から 

津市栗真町屋町字根上り 547-3 番地

先まで 

新 4.0～4.0 95.2 

１ 路線名  6193 青谷半田線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市半田字真虫谷 2381-3 番地先から 

津市半田字真虫谷 2382-4 番地先まで 
旧 3.2～3.8 19.6 

津市半田字真虫谷 2381-3 番地先から 

津市半田字真虫谷 2382-4 番地先まで 
新 3.2～5.4 19.6 



津市告示第２６７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

６１９３ 青谷半田線 

津市半田字真虫谷 2381-3

番地先から 平成２４年 

津市半田字真虫谷 2382-4

番地先まで 

１２月１３日 



津市告示第２６８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき、手数料の収納に関する事務の一部を下記のとおり委託したので、同令第

１５８条第２項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月１４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 委託先 

  愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２０番１７号 

  富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営業本部 公共システム営業

事業部 中部支店 

２ 委託期間 

  平成２５年１月４日から平成２７年１２月２８日まで 

３ 収納する手数料 

 戸籍手数料 

 住民票手数料 

 印鑑証明手数料 

 戸籍住民諸手数料 

 印鑑登録証交付手数料 

 税務諸手数料 

４ 収納方法 

  現金 



津市公告第１６６号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  久居元町東地区地区計画 

（3）位置  津市久居元町地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１６７号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  久居元町地区地区計画 

（3）位置  津市久居元町地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１６８号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  久居元町西地区地区計画 

（3）位置  津市久居元町地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１６９号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  ハーモニータウン地区地区計画 

（3）位置  津市上浜町四丁目及び上浜町五丁目地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１７０号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  南が丘三丁目地区地区計画 

（3）位置  津市南が丘三丁目地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１７１号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年１２月３日から１２月１７日まで縦覧に

供します。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  グリーンオアシス津南地区地区計画 

（3）位置  津市高茶屋五丁目地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１７２号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年１２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１２月１４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１２月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市戸木町字東出７１０７番ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市川井町花田５３９ 

  クラギ株式会社 

  代表取締役 竹内秀樹 



津市水道局告示第１７号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年１２月７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

梶本水道工業 奈良県香芝市下田西二丁目５番

１２号 

平成２４年１１月１５日 



津市水道局告示第１８号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年１２月７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

大津設備 津市河芸町杜の街一丁目 27 番地 5 平成２４年１１月２８日 



津市水道局告示第１９号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年１２月１３日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

喜田設備工業 鈴鹿市寺家町１４９９番地の３ 平成２４年１２月４日 



津市水道局公告第１７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年１２月３日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 





津市選挙管理委員会告示第７８号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定により、平

成２４年１２月３日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので、同法第２３条第２項の規定

により告示する。 

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局

  縦覧に供する期間  平成２４年１２月４日 

（午前８時３０分から午後５時００分まで）



津市選挙管理委員会告示第７９号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙における三重県第１区及び三重県第４区の開票管理者及

び開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その職務

を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第６８条の規定により告示する。

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区 

１ 開票管理者 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     氏 名  坂 口 賢 次 

２ 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     氏 名  香 椎 宣 美 

三重県第４区 

１ 開票管理者 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     氏 名  鈴 木 捷 功 

２ 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     氏 名  岡 田 郁 子 



津市選挙管理委員会告示第８０号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の

投票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所を次のとおり定める。

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区 

交 付 場 所 
交付できる選挙人が登載され

ている選挙人名簿の投票区 

津市本庁舎８階 大会議室Ｂ 第 １～第６６投票区 

津市河芸庁舎１階 防災研修室 第４７～第５４投票区 

津市芸濃庁舎２階 防災会議室 第５５～第５９投票区 

津市美里庁舎１階 会議室 第６０～第６２投票区 

津市安濃庁舎２階 会議室１・２ 第６３～第６６投票区 

三重県第４区 

交 付 場 所 
交付できる選挙人が登載され

ている選挙人名簿の投票区 

津市久居庁舎４階 多目的室 第 ６７～第１１９投票区 

津市香良洲公民館１階 大会議室 第 ８９～第 ９０投票区 

津市一志庁舎１階 住民活動室 第 ９１～第１０２投票区 

津市白山庁舎２階 ２０３会議室 第１０３～第１０９投票区 

津市美杉総合開発センター１階 会議室 第１１０～第１１９投票区 



津市選挙管理委員会告示第８１号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における三

重県第１区及び三重県第４区の投票記載所の氏名等の掲示順序のくじを行う場

所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙事務執行規程（平成７年三重県

選挙管理委員会告示第５号）第８５条の規定により告示する。

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

２ くじの日時  平成２４年１２月４日 午後５時３０分 

三重県第４区 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

２ くじの日時  平成２４年１２月４日 午後５時３５分 



津市選挙管理委員会告示第８２号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙における三重県第１区津市北開票区及び三重県第４区津

市南開票区の開票の場所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第６４条の規定により告示する。

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区（津市北開票区） 

１ 開票の場所  津市安濃中央総合公園内体育館 メインアリーナ 

２ 開票の日時  平成２４年１２月１６日 午後９時３０分から 

三重県第４区（津市南開票区） 

１ 開票の場所  津市安濃中央総合公園内体育館 サブアリーナ 

２ 開票の日時  平成２４年１２月１６日 午後９時３０分から 



津市選挙管理委員会告示第８３号

 平成２４年１２月１６日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における三重

県第１区津市北開票区及び三重県第４区津市南開票区の開票の日時を次のよう

に定めたので、最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第

２６条の規定により告示する。

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 開票の日時  平成２４年１２月１６日 午後９時３０分から



津市選挙管理委員会告示第８４号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

９条の２第２項により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項による在

外選挙人が投票できる期日前投票所を次のとおり指定する。 

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

津市第１在外選挙投票区における在

外選挙人が投票できる期日前投票所 
第１期日前投票所 

津市第２在外選挙投票区における在

外選挙人が投票できる期日前投票所 
第６期日前投票所 



津市選挙管理委員会告示第８５号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙における在外選挙人にかかる不在者投票の投票用紙及び

不在者投票用封筒の交付場所を次のとおり定める。 

  平成２４年１２月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

交 付 場 所 

交付できる在外選挙人が登載

されている在外選挙人名簿の

投票区 

津市本庁舎８階 大会議室Ｂ 津市第１在外選挙投票区 

津市久居庁舎４階 多目的室 津市第２在外選挙投票区 



津市選挙管理委員会告示第８６号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により、

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事館の名称、最終住所及び生年月

日を記載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので、同法第３０条の７第

２項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局 

２ 縦覧に供する期間  平成２４年１２月４日 

            （午前８時３０分から午後５時００分まで） 



津市選挙管理委員会告示第８７号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２４年津市選挙管理委員会告示第４８号は、廃止する。

  平成２４年１２月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数      ４,５９５人 

２  ６分の１の数    ３８,２８４人 

３  ３分の１の数    ７６,５６７人



津市選挙管理委員会告示第８８号

 平成２４年１２月２日執行の津市農業委員会委員選挙において、次の者が当

選人となったので農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１

１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条の

３第２項の規定により告示する。

  平成２４年１２月３日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



選挙区 住所  氏名 

第１選挙区 

三重県津市安東町２７７番地 太田 義政 

三重県津市神戸１２２７番地 池田 長義 

三重県津市片田町１６３番地 山路 正德 

三重県津市小舟１６番地 森 恒利 

第２選挙区 

三重県津市白塚町２１０１番地 江藤 治三 

三重県津市一身田平野４７８番地 青木 正司 

三重県津市高野尾町４６２８番地 赤塚 薫 

三重県津市大里窪田町９７５番地 伊藤 征一 

第３選挙区 

三重県津市垂水１０２６番地１ 下井 弘 

三重県津市高茶屋一丁目２８番１５号 奥山 勘五郎 

三重県津市雲出伊倉津町８４８番地２ 大田 武士 

第４選挙区 

三重県津市戸木町２０８０番地 大井 一司 

三重県津市榊原町６０８３番地４ 伊藤 武則 

三重県津市久居明神町１５３０番地２ 諸戸 善昭 

三重県津市久居元町１９９８番地１ 稲葉 和久 

三重県津市木造町１９１８番地２ 田口 慶則 

三重県津市久居一色町８７４番地 鈴木 照正 

第５選挙区 

三重県津市河芸町三行１２６１番地 喜多 義幸 

三重県津市河芸町中別保２０８５番地１ 丹羽 芳久 

三重県津市河芸町上野７８３番地 前田 紀男 

第６選挙区 

三重県津市芸濃町雲林院１７７８番地 杉谷 正美 

三重県津市芸濃町北神山３５２番地 田中 茂人 

三重県津市芸濃町椋本６３６番地 牧野 礼吉 

三重県津市芸濃町忍田２６４番地 前田 憲生 

第７選挙区 
三重県津市美里町日南田７３２番地 中川 文博 

三重県津市美里町北長野１３４４番地 尾川 秀郎 

第８選挙区 

三重県津市安濃町川西１４５７番地 井村 功 

三重県津市安濃町中川６８５番地 平井 秀次 

三重県津市安濃町田端上野５７１番地 中林 長一 

三重県津市安濃町太田１２番地４ 平松 義啓 

第９選挙区 

三重県津市一志町波瀬１９１９番地 上川 洋文 

三重県津市一志町高野１１５３番地２ 田中 竹次 

三重県津市一志町八太１６４６番地１ 守山 孝之 

第 10選挙区  

三重県津市白山町川口３２２５番地 池田 昌司 

三重県津市白山町三ヶ野２６９６番地 井谷 功 

三重県津市白山町藤１９６番地 淺井 競 

第 11選挙区  

三重県津市美杉町石名原３５３番地 岸野 隆夫 

三重県津市美杉町上多気１３０８番地 結城 晉三 

三重県津市美杉町八知３８９５番地 藤田 武 

三重県津市美杉町太郎生６８７番地 中川 和雄 



津市選挙管理委員会告示第８９号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例

代表選出議員選挙における投票所を次のとおり定める。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



2012/12/18
地域  投票区  投　票　所　名　称　・　施　設 所　　　　　在　　　　　地

1  津市社会福祉センター  津市丸之内２７番１０号

2  津市立養正小学校  体　育　館  津市丸之内養正町１４番１号

3  津市相愛保育園  津市相生町７７番地

4  津市立敬和小学校  体　育　館  津市中河原４４５番地

5  津市敬和公民館  津市寿町２１番２２号

6  津市橋南会館  津市船頭町津興１５３５番地２７

7  津市阿漕塚記念館  津市柳山津興６２２番地

8  津市立育生小学校  会　議　室  津市下弁財町津興１３５０番地

9  津市立橋南中学校 木　工　室  津市上弁財町津興２５３７番地４

10  津市ふれあい会館  津市本町35番３号

11  津市橋南公民館  津市幸町１８番２２号

12  名古屋文化学園津幼稚園  津市南新町２番７号

13  津市立新町小学校  会　議　室  津市八町三丁目３番１号

14  津市立西橋内中学校  被　服　室  津市東古河町７番１号

15  三重大学附属幼稚園  観音寺町５２３番地

16  三重県栄町庁舎（旧三重県民サービスセンター）  津市栄町一丁目９５４番地

17  津市立南立誠小学校 会　議　室  津市桜橋二丁目３９番地

18  津市アストプラザ  ４階研修室A  津市羽所町７００番地

19  津市津西会館  津市一身田上津部田１３５５番地５

20  津市立西が丘小学校  体　育　館  津市長岡町８００番地４３７

21  上浜団地集会所  津市上浜町四丁目５４番地

22  津市立北立誠小学校  体　育　館  津市江戸橋一丁目３０番地

23  津市立雲出幼稚園  津市雲出本郷町１１６５番地

24  津市城山会館  津市城山二丁目２０番３号

25  津市南郊公民館  津市高茶屋三丁目２５番６号

26  三重県工業研究所  津市高茶屋五丁目５番４５号

27  津市立藤水小学校  体　育　館  津市藤方１６２７番地

28  津市南が丘会館  津市垂水２８８２番地１

29  津市立南が丘小学校  体　育　館  津市垂水２５３８番地１

30  津市立神戸小学校  体　育　館  津市神戸３３２番地１

31  泉ヶ丘集会所  津市野田２１番地２３

32  津市立片田小学校  体　育　館  津市片田井戸町２２番地

33  津市立櫛形小学校  教　　　室  津市分部１２１１番地１

34  津市立安東小学校  体　育　館  津市納所町２４５番地

35  三重県立津西高等学校  武　道　館  津市河辺町２２１０番地２

36  津市立一身田小学校  体　育　館  津市一身田大古曽３５５番地

37  津市一身田公民館  津市一身田町２９３番地３

38  豊野会館  津市一身田豊野1406の194

39  町屋会館  津市栗真町屋町873

40  津市栗真保育園  津市栗真小川町２７４番地

41  津市白塚公民館  津市白塚町５２０５番地

42  津市白塚市民センター  津市白塚町２１１１番地

43  白塚団地第２自治会集会所  津市白塚町１番地134

44  津市立大里小学校 会　議　室  津市大里窪田町１８２１番地

45  津市高野尾転作促進技術研修所  津市高野尾町５４１７番地

46  津市豊が丘会館  津市高野尾町３００６番地４２９

47  中別保公民館  津市河芸町中別保1595番地1

48  津市立豊津小学校  体　育　館  津市河芸町一色１６８０番地

49  津市立上野小学校  体　育　館  津市河芸町上野２９６３番地

50  東千里公民館  津市河芸町東千里３０５８番地３９

51  津市立千里ヶ丘小学校  体　育　館  津市河芸町千里ヶ丘１３番地

52  津市立黒田小学校  体　育　館  津市河芸町北黒田１０９番地１

53  南黒田公民館  津市河芸町南黒田173番地

54  三行地区農業構造改善センター  津市河芸町三行１２８１番地２

55  津市芸濃総合文化センター ホール  津市芸濃町椋本６８２４番地

56  津市立明小学校 体　育　館  津市芸濃町林325番地

57  津市立安西・雲林院幼稚園  津市芸濃町北神山305番地

58  津市雲林院福祉会館  津市芸濃町雲林院1019番地

59  津市落合の郷 管　理　棟  津市芸濃町河内900番地

60  津市立長野小学校 体　育　館  津市美里町北長野１５３４番地

61  津市立高宮小学校 体　育　館  津市美里町足坂５８５番地

62  津市立辰水小学校 体　育　館  津市美里町家所２０４５番地

63  津市草生公民館 多目的ホール  津市安濃町草生4249番地1

64  津市村主公民館 多目的ホール  津市安濃町連部69番地1

65  津市安濃公民館 多目的ホール  津市安濃町内多3653番地

66  津市明合公民館 研　修　室  津市安濃町粟加978番地

津

河芸

芸濃

美里

安濃



2012/12/18
地域  投票区  投　票　所　名　称　・　施　設 所　　　　　在　　　　　地

67  津市久居庁舎 １階ロビー  津市久居東鷹跡町２４６番地

68  津市立誠之小学校 体　育　館  津市久居西鷹跡町４２４番地

69  津市立成美小学校 体　育　館  津市久居新町７３７番地

70  津市立立成小学校 大会議室  津市久居野村町５６０番地

71  久居さくらが丘集会所  津市久居桜が丘町１７１１番地５１

72  津市立密柑山幼稚園  津市久居北口町５５４番地２

73  津市北部保育園  津市久居北口町８５９番地３

74  津市元町地区集会所  津市久居元町１９５７番地２

75  津市須ヶ瀬構造改善センター  津市須ヶ瀬町１５２９番地

76  木造区集会所  津市木造町２１０１番地１

77  津市桃園情報センター  津市新家町１３６５番地５

78  津市こべき保育園  津市久居元町２３１４番地１７

79  津市立戸木小学校 体　育　館  津市戸木町８８０番地

80  津市七栗産業会館  津市庄田町６８５番地

81  津市立栗葉幼稚園  津市森町２８４番地１

82  一色公会所  津市久居一色町７８９番地

83  下稲葉公会所  津市稲葉町２６７番地

84  上稲葉ふれあい会館  津市稲葉町２７７６番地

85  津市榊原農民研修所  津市榊原町５１０４番地

86  津市下村教育集会所  津市久居東鷹跡町２４６番地

87  寺野垣内集会所  津市榊原町４６６９番地１

88  津市榊原上教育集会所  津市久居東鷹跡町２４６番地

89  津市香良洲公民館  津市香良洲町１８７６番地１

90  津市立香海中学校 体　育　館  津市香良洲町１２８番地

91  井生公会所  津市一志町井生1521番地

92  津市大井公民館  津市一志町大仰２１７番地１

93  井関公会所  津市一志町井関３６２番地

94  津市波瀬ふれあい会館  津市一志町波瀬２２３２番地２

95  室の口公民館  津市一志町波瀬７１０９

96  津市川合文化会館  津市一志町八太４２０－４

97  津市庄村集会所  津市一志町庄村２７５

98  津市高岡老人憩いの家  津市一志町高野1153番地２

99  津市一志高岡公民館 ホール  津市一志町田尻６０５－２

100  津市一志体育館 サブアリーナ  津市一志町高野１６０－７２８

101  津市小山集会所  津市一志町小山３31番地

102  虹が丘集会所  津市一志町虹が丘５－７

103  津市元取公民館  津市白山町城立３０５番地

104  津市立家城小学校 体　育　館  津市白山町南家城６４７番地

105  津市立川口小学校 体　育　館  津市白山町川口１９９１番地

106  津市大三農村集落多目的共同利用施設 ホール  津市白山町二本木1001番地253

107  津市三ケ野集会所  津市白山町三ケ野２６９６番地

108  津市倭公民館  津市白山町中ノ村５８１番地

109  津市八ツ山農村集落多目的共同利用施設 ホール  津市白山町八対野９９４番地１

110  津市竹原多目的集会所  津市美杉町竹原２８２１番地

111  津市美杉総合開発センター  津市美杉町八知５８２８番地１

112  津市太郎生多目的集会所  津市美杉町太郎生２１２０番地

113  下太郎生中農業集落多目的集会所  津市美杉町太郎生444６番地

114  津市伊勢地地域住民センター  津市美杉町石名原１６８１番地

115  津市八幡地域住民センター  津市美杉町奥津１２８８番地８

116  津市美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」  津市美杉町川上１６２７番地

117  津市丹生俣多目的集会所  津市美杉町丹生俣1275番地1

118  津市多気地域住民センター  津市美杉町上多気１０３１番地

119  津市下之川地域住民センター  津市美杉町下之川６１１５番地

香良洲

一志

白山

美杉

久居



津市選挙管理委員会告示第９０号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例

代表選出議員選挙における各投票区の投票管理者及び投票管理者に事故があり、

又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を次のとおり

選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２５条の規定

により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり



投票区 氏名 住所 氏名 住所

1 上嶋　幹久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

2 吉住　充弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤具　佐奈江 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

3 岸田　慶仁 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉谷　直樹 〇〇〇〇〇〇〇〇

4 浅生　伸之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中津　宜大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

5 家城　覚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷本　有司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

6 瀧　宣彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森平　敦史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

7 坂倉　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

8 藤田　善樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　浩規 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

9 中井　征喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡林　洋子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

10 濵口　耕一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　幸弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

11 出口　真也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　充孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

12 木下　一大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古市　和久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

13 濵田　耕二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　尚利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

14 山口　滋人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 片岡　伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

15 前田　裕久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　弘一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

16 櫻井　隆弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北　江利子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

17 奥田　寛次 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　直規 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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118 菊田　文雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

119 玉木　幸樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　美嗣 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



津市選挙管理委員会告示第９１号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスタ

ー掲示場を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第１項の

規定により次のとおり設置したので、同条第４項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり































































津市選挙管理委員会告示第９２号

 平成２４年１２月１６日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査において審査

に付される裁判官の氏名等の掲示場所を最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２

２年法律第１３６号）第５２条及び最高裁判所裁判官国民審査施行令（昭和２

３年政令第１２２号）第２０条の規定により次のとおり定める。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 別紙のとおり















津市選挙管理委員会告示第９３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の

総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８

１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の３分の１の数は次のとおり告示する。

平成２４年津市選挙管理委員会告示第８７号は廃止する。

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数 ４，５９５人

２ ６分の１の数  ３８，２８９人

３ ３分の１の数  ７６，５７８人



津市選挙管理委員会告示第９４号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例

代表選出議員選挙における期日前投票所を次のとおり定めたので、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第３項により準用する第４１条第

１項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区 

三重県第４区 

期日前投票所名 期日前投票所を設ける期間 期日前投票所の場所 

投票できる選挙人が

登載されている選挙人

名簿の投票区 

第１期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市本庁舎８階 

   大会議室Ｂ 
第 １～第６６投票区 

第２期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市河芸庁舎１階 

   防災研修室 
第４７～第５４投票区 

第３期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市芸濃庁舎２階 

   防災会議室 
第５５～第５９投票区 

第４期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市美里庁舎１階 

   会議室 
第６０～第６２投票区 

第５期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市安濃庁舎２階 

   会議室１・２ 
第６３～第６６投票区 

期日前投票所名 期日前投票所を設ける期間 期日前投票所の場所 

投票できる選挙人が

登載されている選挙人

名簿の投票区 

第６期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市久居庁舎４階 

   多目的室 
第６７～第１19 投票区 

第７期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市香良洲公民館 

１階 大会議室 
第８９～第９０投票区 

第８期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市一志庁舎１階 

   住民活動室 
第９１～第１０２投票区 

第９期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市白山庁舎２階 

   ２０３会議室 
第１０３～第１０９投票区 

第 10 期日前投票所 
平成２４年１２月５日から 

同年１２月１５日まで 

津市美杉総合開発セ

ンター１階 会議室 
第１１０～第１19 投票区 



津市選挙管理委員会告示第９５号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例

代表選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者及び投票管理者に事故が

あり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を次の

とおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）第４９条の

７による読み替え後の第２５条の規定により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり



氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 山岡　亜由美
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阿曽　正夫 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西　俊之
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 勝谷　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長脇　弘幸
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 柴田　智彦
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　繁 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　厚志
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　貴治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　充孝
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　幹夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　純子
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩野　伸郎
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤具　佐奈江
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩橋　邦晃 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　秀和
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 源口　雅之

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　慎一
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 丹羽　謙二
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大杉　泰 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　たか子
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 相松　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　慎一
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮本　正司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松下　貴史
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今村　義正
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　孝充
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　行男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 猪飼　康弘
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　喜久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄村　典子
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　典夫
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高橋　祥公

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　洋子
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　徳秋
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　公伸
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　良訓
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　公伸
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　洋子
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 篠原　義生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　つや子
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　正司
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　松雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　一生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　竜二郎
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池村　博 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小柴　勝司
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　松雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　正司
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　みどり 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小柴　勝司
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池村　博 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高岡　俊明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中尾　輝夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　章
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　勲 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　道夫
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村岡　實 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　久樹
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　治雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康治
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 黒川　司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　久樹
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 糸川　綾子
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　芳久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　晶子
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村岡　實 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　重憲
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　勲 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 新屋　吉隆
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中尾　輝夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　厚子

第５期日前投票所　
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第４期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第３期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第２期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第１期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所



氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　豊 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮本　達也
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西田　静子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 南部　幸子
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 下井　宗男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 南部　幸子
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大田　貢 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野村　日鶴
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　龍也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 本多　久和 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江　一浩
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久世　眞澄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 堤　佳代
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 近藤　雅人 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　博昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　哲也
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷　泰徳
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　洋幸
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩城　孝
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　哲也
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北浦　雅代
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山﨑　健一
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西　宏明
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 東山　準也
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　哲也

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山　寛 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山　寛 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻井　美有樹
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多上　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　俊之
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　千利 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　昌司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細井　勝義
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　直毅 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 永岡　矢太郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　正義
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 諸木　洋巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　勲
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細井　勝義
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤井　充 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　正義
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙口　清 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　春生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田　澄子

氏　名 氏　名
12月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　洋一
12月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊　浩一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　敬二
12月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西　順子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 峰田　敏也
12月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田　郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　稔
12月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田　郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　稔
12月10日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　洋一
12月11日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷　周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　敬二
12月12日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　稔
12月13日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西　順子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　稔
12月14日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　千晃
12月15日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷　周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　稔

第１０期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第９期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第８期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第７期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所

第６期日前投票所
職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所



津市選挙管理委員会告示第９６号

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例

代表選出議員選挙における三重県第１区及び三重県第４区の開票立会人となる

べき者のくじを行う場所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第６２条第６項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

三重県第１区 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

２ くじの日時  平成２４年１２月１３日 午後５時３０分 

三重県第４区 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

２ くじの日時  平成２４年１２月１３日 午後５時３５分 



津市選挙管理委員会告示第９７号

 平成２４年１２月１６日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院

比例代表選出議員選挙における投票所の開閉時間を公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第４０条第１項ただし書の規定により次のとおり定めたので、

同条第２項の規定により告示する。 

  平成２４年１２月４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

投票所を開く時間   午前７時 

  投票所を閉じる時間  午後７時 



津市監査委員告示第８号

 市長等が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた

措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２

項の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２４年１２月３日

津市監査委員 渡 邊   昇 

津市監査委員 駒 田 修 一 

津市監査委員 横 山 敦 子 

津市監査委員 宇 陀 照 良 

１ 平成２１年３月９日付け津市監査委員告示第１号公表分 

  白山総合支所 

 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。） 

公の施設の指定管理について、リバーパーク真見、わかすぎ

の里の施設用地の一部は、本市が民有地を借り上げているが、

当該借地の一部に相続財産があるものの、遺産分割協議書等に

より相続関係を確認しないまま、土地賃貸借契約を締結してい

たので、相続関係を調査の上、必要に応じて、是正されたい。

措置の内容 リバーパーク真見及びわかすぎの里の施設用地に係る民有

地の土地賃貸借のうち、相続関係を確認しないまま契約を締結

していたものについては、調査の上、相続人と土地賃貸借契約

を締結した。

２ 平成２２年３月９日付け津市監査委員告示第１号公表分 

市立学校 

上野小学校 

監査の結果 郵便切手の受入れ及び保有残高について、平成２１年度に教

育委員会事務局河芸事務所から郵便切手を受け入れているが、

その中には受入れ前から年間使用見込数を著しく上回って保

有し、新たに受け入れる必要のない郵便切手があったことか

ら、教育委員会事務局と調整の上、適正な保有残高となるよう

是正されたい。



措置の内容 教育委員会事務局に依頼し、不用な郵便切手を近隣小中学

校・幼稚園へ振り分けた。

３ 平成２２年１２月１日付け津市監査委員告示第７号公表分 

市立学校 

戸木小学校 

監査の結果 平成２０年度から繰り越された７種類の郵便切手のうち、１

２０円切手など４種類の郵便切手の繰越枚数は、平成２１年度

中の使用枚数を十分に賄えるものであったにもかかわらず、新

たに受け入れた結果、これらの郵便切手の平成２２年度への繰

越枚数は、平成２０年度のそれを上回っていたことから、新た

な受け入れを控えるとともに、他の小学校等と調整の上、適切

な保有残高になるよう是正されたい。

措置の内容 郵便切手について、使用枚数を考慮した受入れを行うことに

より、適切な保有残高とした。

４ 平成２３年３月２日付け津市監査委員告示第２号公表分 

  白山総合支所 

  地域振興課 

監査の結果 団体事務の関与について、職員が自治連合会の支部、各種イ

ベントの実行委員会等の経理に従事し、預金通帳等を保管して

いるが、法令に基づくことなく地方公共団体の所有に属しない

現金等の保管を禁じた地方自治法第２３５条の４第２項の趣

旨に照らし、望ましいものではないことから、これらの団体の

理解と協力を得て、職員による関与が必要最小限となるよう、

その見直しに取り組まれたい。

措置の内容 自治会連合会白山支部をはじめとする各種団体の経理や預金

通帳等の保管については、同団体において行うこととした。



５ 平成２３年１２月１日付け津市監査委員告示第１０号公表分 

  財政援助団体（所管部局） 

（１） 高座原集落（美里総合支所地域振興課） 

監査の結果 中山間地域等直接支払交付金実施要領第１２は、市町村は、

集落協定による農用地の維持管理の実施状況その他の状況を

当該実施年度の翌年度の６月末日までに公表することと定め

ているが、第２期（平成１７年度～平成２１年度）集落協定に

係る実施状況を公表していなかった。このことは、三重県から

の交付金の交付決定条件に反するおそれがあることのほか、交

付金が貴重な公金で賄われていることを踏まえ、その実施状況

について公表されたい。 

措置の内容 第２期（平成１７年度～平成２１年度）集落協定に係る実施

状況については、平成２２年度の実施状況と併せて公表した。

（２）藤集落（白山総合支所地域振興課） 

ア 集落協定に係る実施状況の公表について 

監査の結果 中山間地域等直接支払交付金実施要領第１２は、市町村は、

集落協定による農用地の維持管理の実施状況その他の状況を

当該実施年度の翌年度の６月末日までに公表することと定め

ているが、第２期（平成１７年度～平成２１年度）集落協定に

係る実施状況を公表していなかった。このことは、三重県から

の交付金の交付決定条件に反するおそれがあることのほか、交

付金が貴重な公金で賄われていることを踏まえ、その実施状況

について公表されたい。 

措置の内容 第２期（平成１７年度～平成２１年度）集落協定に係る実施

状況については、平成２２年度の実施状況と併せて公表した。

イ 対象農用地に係る取組について 

監査の結果 集落協定の対象農用地について現地を確認したところ、第２

期及び第３期（平成２２年度～平成２６年度）の各集落協定に

おいて、農用地の管理方法を「耕作」と記載している一部の対

象農用地について、１年以上作物の作付けが行われていないと

考えられるため、地域振興課は、集落協定の趣旨を踏まえた取

組がなされるよう助言し、必要に応じて中山間地域等直接支払

交付金実施要領第７に定める各種施策と連携した取組に努め



 られたい。

措置の内容 財政援助団体である藤集落に対して助言を行い、集落協定の

趣旨を踏まえた取組がなされることとなった。

６ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）農林水産部 

農林水産政策課 

監査の結果 平成２３年度の集落営農促進対策事業補助金（農業用共同利

用機械等購入補助金）について、消費税及び地方消費税（以下

「消費税」という。）を含めた購入経費に補助率を乗じて交付

決定額を算定し、その交付決定に当たっては、消費税法上の補

助金額の調整に係る条件を付していないが、一般的に補助対象

事業者が消費税の課税事業者である場合において、消費税額の

計算上、控除対象仕入税額として仕入税額控除できる場合があ

り、その結果、補助金に含まれる消費税相当額を負担しなかっ

たことになるときは、補助金額の調整を要する場合が考えられ

るため、同補助金の交付決定に当たっては、所要の条件を付す

など、消費税法を考慮した事務処理に改められたい。 

措置の内容 補助対象事業者が消費税の課税事業者である可能性がある場

合は、交付申請の際に課税事業者であるかどうかを確認し、課

税事業者であれば、機械等の購入経費から控除対象仕入税額を

差し引いた額に補助率を乗じて得た額を交付することとした。

（２）建設部 

 市営住宅課 

監査の結果 市営住宅の施設管理上の損害賠償に係る示談に当たって、当

該損害賠償金の全額が保険会社から直接被害者に支払われる

ことを理由に地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分としての取扱いをしていない。この点について、保険会

社から支払われた損害賠償金の額を限度に地方公共団体は当

該損害賠償金の支払義務を免れるため、専決処分としての取扱

いは必要ないという考え方がある一方、同法第９６条第１項第

１３号が議会の議決事件として「法律上その義務に属する損害



 賠償の額を定めること」を規定しているのは、地方公共団体と

しての責任の所在を明らかにし、損害賠償金額の適正を図ると

いう趣旨であり、損害賠償金の全額が保険会社から直接被害者

に支払われる場合であっても、当該示談は専決処分としての取

扱いが必要であるという見解があるため、市営住宅の施設管理

上の損害賠償に係る示談に当たっては、専決処分としての取扱

いの要否を検討の上、所要の改善に取り組まれたい。

措置の内容 損害賠償の額の決定については、損害賠償金の支払という予

算執行の有無ではなく、市としての損害賠償責任額の有無によ

り取り扱うこととした。

（３）河芸総合支所 

 地域振興課 

監査の結果 河芸漁港背後地除草業務委託（その２）に係る業者選定に当

たって、津市競争入札参加資格者名簿に登載されている土木一

式を希望する市内業者のうち、地域要件を適用し、河芸地域の

格付区分がＣ及びＤの業者を選定していたが、平成２１年度以

降１者のみの応札で、平成２３年度の１平方メートル当たりの

委託料相当額は１５２．３円となる一方、杜の街市有地除草業

務等委託に係る業者選定に当たっては、同名簿に登載されてい

る屋外清掃（草刈り）を希望する市内及び準市内業者のすべて

を選定しており、平成２３年度は１７者が応札した結果、１平

方メートル当たりの委託料相当額は３１．５円で５分の１程度

となっていた。これらの業務委託の仕様を比較すると、土地の

 形状等に違いはあるものの、その他の仕様に大きく異なる点は

なく、予算の効率的な執行を確保する観点から、河芸漁港背後

地除草業務委託（その２）に係る業者選定の在り方を見直され

たい。

措置の内容 河芸漁港背後地除草業務委託については、予算の効率的な執

行を確保する観点から一括して指名競争入札にて発注するこ

ととし、業者選定にあっては、津市競争入札参加資格者名簿に

登載されている土木一式を希望する市内業者のうち、地域要件

を適用し、河芸地域の格付区分がＡからＤまでの業者を指名す

ることとした。



（４）安濃総合支所 

 地域振興課 

監査の結果 サンヒルズ安濃の管理室に設置されている金庫内の保管物

を調査したところ、平成２２年１月から１０月にかけて当該施

設内で拾得した現金２，２９１円を保管していたが、遺失者が

判明しないときは、遺失物法第４条第 1 項に基づき、速やかに

警察に提出しなければならないものであって、所要の手続を行

うとともに、当該施設内の拾得物については、適正に取り扱わ

れたい。 

措置の内容 保管していた現金にあっては速やかに警察に提出し、所要の

手続を行った。また、当該施設内において拾得物があった場合

は、遺失物法に基づき適正に取り扱うこととした。

（５）消防本部 

 消防総務課 

監査の結果 救急車両による物損事故に係る示談に当たって、過失割合に

よる損害賠償責任額（相手側１３５万円：市側２２万円）の相

殺の結果、市が損害賠償金を支払う必要がないことを理由に地

方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分としての

取扱いをしていない。この点について、損害賠償金の支払とい

う予算の執行を伴わないため、専決処分としての取扱いは必要

ないという考え方がある一方、同法第９６条第１項第１３号が

議会の議決事件として「法律上その義務に属する損害賠償の額

を定めること」を規定しているのは、地方公共団体としての責

 任の所在を明らかにし、損害賠償金額の適正を図るという趣旨

であり、過失割合による損害賠償責任額の相殺の結果、損害賠

償金を支払う必要がない場合であっても、当該示談は専決処分

としての取扱いが必要であるという見解があるため、物損事故

に係る示談に当たっては、専決処分としての取扱いの要否を検

討の上、所要の改善に取り組まれたい。 

措置の内容 損害賠償の額の決定については、損害賠償金の支払という予

算執行の有無ではなく、市としての損害賠償責任額の有無によ

り取り扱うこととした。 



（６）教育委員会事務局 

   久居事務所 

監査の結果 市立久居中学校におけるグラウンド施設に係る修繕業務に

ついて、久居事務所は、平成２３年４月８日から５月１０日

にかけて、グラウンドの南フェンス、排水設備等４件の修繕

業務を、津市契約規則第９条第６号に定める予定価格が５０

万円以内の場合に締結することができる随意契約によりそれ

ぞれ発注していた。これらの修繕業務の予定価格の総額は、

当該随意契約を締結できる予定価格の限度額を超えるもので

あり、同事所に４件の修繕業務を各別に発注した理由につい

て聴取したところ、同校の要望を受けて早急な対応が必要で

あったと説明しているが、これらの修繕業務の内容及び工期

を考慮すると、一括して発注することができなかったとはい

い難いものと考えるため、予算の適正かつ効率的な執行を確

保する観点から、修繕業務の発注の在り方を見直されたい。 

措置の内容 修繕業務の在り方については、各学校との連携を密にする

ことにより、修繕が必要な箇所を早期に把握し、計画的に発

注を行うよう改めた。

（７）指定管理者（所管部局） 

リバーパーク真見管理組合（白山総合支所地域振興課） 

  ア 基本協定に係る報告について 

監査の結果 リバーパーク真見管理組合（以下「管理組合」という。）は、

基本協定書の仕様書の定めるところにより、利用者数の実績、

利用申込みの状況のほか、市所有の物品現在高について市に報

 告する必要があるが、これを報告していないため、管理組合に

対し、報告の徹底を指導されたい。

措置の内容 管理組合に対して指導を行い、利用者数の実績、利用申込み

の状況のほか、市所有の物品現在高について報告がなされるこ

ととなった。 

 イ ホームページの管理について 

監査の結果 管理組合のホームページの「お問い合わせ」に掲載している

滞在型施設の短期使用に係る利用料金の額は、平成１９年４月

１日の改定前のものであり、また、「滞在型農園だより」に掲



載している申込方法は、リバーパーク真見条例施行規則に定め

る手続とは異なる内容であったため、管理組合に対し、早急に

訂正するよう指導されたい。 

措置の内容 管理組合に対して指導を行い、ホームページの「お問い合わ

せ」に掲載している滞在型施設の短期使用に係る利用料金の額

及び「滞在型農園だより」に掲載している申込方法について訂

正がなされた。



津市監査委員告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第４項、第５項

及び第７項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の

規定により次のとおり公表する。 

  平成２４年１２月３日 

津市監査委員 渡 邊   昇 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 横 山 敦 子 

                                    津市監査委員 宇 陀 照 良 

第１ 監査の対象部局等 

 １ 地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく監査（以下「定期監査

及び行政監査」という。） 

   定期監査及び行政監査の対象部局等（平成２４年４月から同年９月まで

に監査を実施したものに限る。）は、次のとおりである。 

 （１）部局 

ア 農林水産部（農林水産政策課、農業共済室、林業振興室、水産振興

室、農業基盤整備課） 

   イ 農業委員会事務局 

 （２）市立保育所 

   ア 新町保育園 

   イ 雲出保育園 

   ウ 北部保育園 

   エ 川合保育園 

   オ 白山保育園 

 （３）市立学校・市立幼稚園 

ア 市立小学校 

（ア）育生小学校 

（イ）神戸小学校 

（ウ）一身田小学校 

（エ）片田小学校 

（オ）成美小学校 



（カ）黒田小学校 

（キ）千里ヶ丘小学校 

（ク）辰水小学校 

（ケ）草生小学校 

（コ）香良洲小学校 

イ 市立中学校 

（ア）橋北中学校 

（イ）西橋内中学校 

（ウ）橋南中学校 

（エ）南郊中学校 

（オ）西郊中学校 

（カ）一身田中学校 

（キ）豊里中学校 

（ク）南が丘中学校 

（ケ）久居中学校 

（コ）久居西中学校 

（サ）久居東中学校 

（シ）朝陽中学校 

ウ 市立幼稚園 

（ア）育生幼稚園 

（イ）蜜柑山幼稚園 

（ウ）上野幼稚園 

（エ）みさと幼稚園 

（オ）草生幼稚園 

（カ）香良洲幼稚園 

２ 地方自治法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

   随時監査の対象は、平成２４年４月現在施工中の次の工事（繰越明許費

に係る工事）である。 

（１）平成２３年度下建公補第３号 野村第２調整池築造工事（工事場所：

津市久居野村町地内 所管部局：下水道部下水道建設課） 

（２）平成２３年度林振災補第４号 林道杉線災害復旧工事（工事場所：津

市美杉町川上地内 所管部局：農林水産部林業振興室） 



３ 地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体等監査」

という。） 

財政援助団体等監査の対象としたのは、次のとおりである。 

（１）財政援助団体の監査 

ア 津市スポーツ少年団本部（財政援助の内容：津市スポーツ少年団本

部活動等支援事業補助金の交付 所管部局：スポーツ文化振興部スポ

ーツ振興課） 

イ 財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター（財政援助の内容：財団法人

伊勢湾海洋スポーツセンター活動等支援事業補助金の交付 所管部局

：スポーツ文化振興部スポーツ振興課） 

ウ 財団法人三重県武道振興会（財政援助の内容：財団法人三重県武道

振興会活動等支援事業補助金の交付 所管部局：スポーツ文化振興部

スポーツ振興課） 

エ ＮＰＯどんど（財政援助の内容：津市子育ち・子育て応援チャレン

ジプラザ事業補助金及び久居地域子育て広場事業補助金の交付 所管

部局：健康福祉部こども総合支援室及び久居総合支所福祉課） 

オ 社会福祉法人三重清暉会（すばる児童館）（財政援助の内容：児童福

祉施設併設型民間児童館事業費補助金及び児童館活動事業費補助金の

交付 所管部局：健康福祉部こども総合支援室） 

カ 中勢森林組合（財政援助の内容：森林整備地域活動支援交付金の交

付 所管部局：農林水産部林業振興室） 

キ 雲出地区放課後児童クラブＡＳＫＩＤＳくらぶ（財政援助の内容：

津市放課後児童クラブ運営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事

務局生涯学習課） 

ク 高茶屋地区放課後児童クラブさくら会（財政援助の内容：津市放課

後児童クラブ運営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生涯

学習課） 

ケ 藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会 藤（財政援助の内容：津市放

課後児童クラブ運営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生

涯学習課） 

コ 藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会 水（財政援助の内容：津市放

課後児童クラブ運営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生

涯学習課） 



サ 栗葉放課後児童クラブ（財政援助の内容：津市放課後児童クラブ運

営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生涯学習課） 

シ 香良洲放課後児童クラブなかよしキッズ（財政援助の内容：津市放

課後児童クラブ運営費補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生

涯学習課） 

（２）出資団体の監査 

ア 津市土地開発公社(所管部局：政策財務部財産管理課） 

イ 社会福祉法人津市社会福祉事業団(所管部局：健康福祉部福祉政策

課) 

ウ 中勢森林組合（所管部局：農林水産部林業振興室） 

エ 久居都市開発株式会社(所管部局：都市計画部都市整備課） 

（３）指定管理者の監査 

ア 津市雲出市民センター運営委員会（所管部局：市民部市民交流課） 

イ 特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター（対象施設：津市

市民活動センター 所管部局：市民部対話連携推進室） 

ウ わかすぎの里管理組合（所管部局：白山総合支所地域振興課） 

エ 美し郷霧山施設管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所地域振興

課） 

オ ヒストリーパーク塚原管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所地

域振興課） 

カ 一身田寺内町の館運営委員会(所管部局：教育委員会事務局生涯学習

課） 

キ 美し郷霧山施設管理運営協議会（対象施設：津市美杉ふるさと資料

館 所管部局：教育委員会事務局生涯学習課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   監査の対象年度及び事項は、次のとおりである。 

１ 定期監査及び行政監査 

平成２４年８月以前に監査を実施した市立保育所及び市立学校・市立幼

稚園については、原則として平成２３年度の財務及び事務の執行を対象と

し、同年９月以降に監査を実施した農林水産部及び農業委員会事務局につ

いては、原則として平成２４年度の財務及び事務の執行を対象とした。 



２ 随時監査 

監査対象工事に係る財務の執行を対象とした。 

 ３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

主に平成２０年度から平成２２年度までの市の財政援助に係る出納そ

の他の事務の執行を対象とした。 

（２）出資団体の監査 

主に平成２０年度から平成２２年度までの出資団体における出納その

他の事務の執行を対象とした。 

（３）指定管理者の監査 

主に平成２１年度から平成２３年度までの指定管理に係る出納その他

の事務の執行を対象とした。 

第３ 監査の期間 

監査の期間は、平成２４年４月９日から同年１１月２２日までである。 

第４ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部局

等から提出を受けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に

説明を求めた。

また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、設

計方針、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書類を調査す

るとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請負業者に説明

を求めた。

なお、工事技術調査業務を社団法人大阪科学技術振興協会に委託し、そ

の調査報告書を参考とした。

１ 定期監査及び行政監査 

（１）予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

（３）現金の取扱いは、適正に行われているか。 

（４）財産の管理は、適正に行われているか。 

（５）各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

（６）事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 



２ 随時監査 

（１）仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

（２）積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっているか。 

（３）施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われているか。 

（４）各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳されてい

るか。 

（５） 現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われているか。 

３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

ア 財政援助団体関係 

（ア）補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従っ

て実施されているか。 

（イ）補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

（ア）補助金等充当経費の内容確認、交付条件の履行確認及び補助効果

の検証は、適正に行われているか。 

（イ）補助金等の額は、経済的に妥当なものとなっているか。 

（２）出資団体の監査 

ア 出資団体関係 

（ア）経営成績及び財政状態は良好か。 

（イ）会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

出資団体の経営成績等を十分に把握し、必要に応じて、出資者とし 

て適正に権利を行使しているか。 

（３）指定管理者の監査 

ア 指定管理者関係 

（ア）指定管理は、条例、協定書等の規定に基づき、適正かつ効率的に

行われているか。 

（イ） 指定管理に係る会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

イ 所管部局関係 

（ア）指定管理者の指定は、適正かつ公正に行われているか。 



（イ）指定管理者に対し適時に報告を求め、必要に応じて、調査し、又

は指示を行っているか。 

第５ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。これ

らの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、当該措置に係る報告書を提出されたい。 

１ 定期監査及び行政監査 

 （１）農林水産部（農業基盤整備課） 

平成２３年度の津市土地改良事業団体協議会事業補助金について、当

該補助金の補助率は、総事業費の２分の１以内とされているが、実際に

は総事業費に２分の１を乗じて得た額よりも２８，１０２円多い額で交

付していたことから、当該差額分の交付確定は適正ではなく、所要の是

正措置を講じるとともに、補助金の交付確定に当たっては、適切な事務

処理に努められたい。 

（２）市立学校 

市立学校における劇物・毒物の管理について、適切に行われていたも

のがあった一方で、一部の市立学校において、使用量と残量の整合性が

取れていないもの、薬品番号や薬品名が記載されていないもの、また、

管理記録簿の確認者欄には管理職が残量を確認して押印することとなっ

ている中で他の教諭が押印しているものなどの不備が見られた。 

このことから、当該市立学校を所管する教育委員会事務局にあっては、

各市立学校における劇物・毒物の管理が徹底されるよう適切な措置を講

じられたい。



２ 財政援助団体等監査 

（１）出資団体の監査 

    社会福祉法人津市社会福祉事業団(所管部局：健康福祉部福祉政策課） 

出資団体の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

  ア 出資団体の概要（注）

資 本 金 ３，０００，０００円

市の出資の状況 出 資 額 ３，０００，０００円

出 資 比 率 １００．０％

主な業務の内容 津市が設置した社会福祉施設の指定管理者として施

設の管理運営に関する業務 

財 務 の 状 況 資 産 ４１７，３４２，３７６円

負 債 １７１，８２４，４５３円

純資産
資 本 金 ３，０００，０００円

剰 余 金 ２４２，５１７，９２３円

負債・純資産合計 ４１７，３４２，３７６円

損 益 の 状 況 営 業 利 益 ３１，１０８，８９４円

経 常 利 益 ３１，２６７，６４５円

当 期 純 利 益 ３０，９２８，０６９円

（注）出資団体の概要は、所管部局が提出した監査資料及び平成２２年度（平成２２

年４月１日～平成２３年３月３１日）の収支決算書を参考にまとめたもので

ある。 

イ 指摘事項 

  社会福祉法人津市社会福祉事業団（以下「事業団」という。）は、本

市が設置した社会福祉施設の管理運営を目的とし、昭和５４年に設立

され、現在１１施設の指定管理を行っている。 

事業団の平成２３年３月３１日現在の貸借対照表を見ると、純資産

の利益剰余金として施設整備等積立金７６，６３６，２２８円を保有

しているが、施設整備等積立金については、「社会福祉法人が経営する

社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（厚生労働省通

知）において、長期的に安定した経営を確保するため将来発生が見込

まれる経費として、使用計画を作成の上、積み立て、次年度以降の当

該施設の経費に充てることができるとされている。

このことから、施設、設備器具等の維持管理に関しては、本市と指



定管理者である事業団の役割分担を考慮の上、施設整備等積立金の

使用計画を作成の上、積立金が適切かつ有効に利用されるよう努め

られたい。

（２）指定管理者の監査 

ア 津市雲出市民センター運営委員会(所管部局：市民部市民交流課） 

     指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市雲出市民センター 

施設の設置目的 住民相互の連帯意識の高揚を図り、住民の地域活動の

拠点として、健全な地域社会の形成に寄与する 

指 定 管 理 者 津市雲出市民センター運営委員会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

センターの使用の許可及び施設、設備器具等の維持管

理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

津市雲出市民センターは、公の施設としての存続が必要なものと

して、また、市民サービスの質的向上や経費の節減など、効果的な

施設運営が期待できるものとして、指定管理者制度を導入している

が、本市は指定管理料として、毎年約１，９００万円を津市雲出市

民センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）に支出し、

その経費は運営委員会の歳入総額の約９５パーセントを占めてい

る状況である。 

本市において指定管理者制度を導入している公の施設の中には指

定管理料を支出せず、指定管理者の自主財源のみで運営しているも

のもある中で、より効率的・効果的な施設の維持管理を行う観点か

ら、運営委員会にあっては、さくらまつり、生活フェア等の自主事

業に対しては参加費の負担を求めるなど歳入の確保について検討す

るとともに、所管部局にあっては、浴室施設の利用料金の設定をは

じめとした当該浴室施設の在り方について検討されたい。 



イ 特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター(所管部局：市民部

対話連携推進室） 

     指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市市民活動センター 

施設の設置目的 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを

目的とした住民による自主的で営利を目的としない

活動を支援するとともに、住民による積極的な交流の

場として供し、地域社会の健全な発展の促進及び

住民の福祉の増進を図る

指 定 管 理 者 特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

センターの使用の許可及び施設、設備器具等の維持管

理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

  ａ 基本協定書等に係る報告について 

特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター（以下「セン

ター」という。）は、基本協定書及びその仕様書の定めるところ

により、業務の実施状況、利用状況、利用料金の収入実績、経費

の収支状況のほか、市所有の物品現在高について本市に報告する

必要があるが、これを報告していなかったため、所管部局にあっ

ては、センターに対し、報告の徹底を指導されたい。 

     ｂ 利用料金の減免の取扱いについて 

施設を使用する場合の利用料金について、センターは、利用料

金減免申請書の提出を受けずに、その利用料金を免除していたが、

津市市民活動センターの設置及び管理に関する条例第１９条に

おいて、社会貢献活動を行う団体が使用するとき等に該当すると

認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる旨

が定められている趣旨を踏まえ、減免の対象となる団体等が当該

施設の使用許可を申請する際には、利用料金減免申請書の提出を

求め、「使用目的」及び「減免申請の理由」欄の具体的な記載内

容によって、減額又は免除の可否を判断するよう是正されたい。 



ウ 美し郷霧山施設管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所地域振興

課） 

指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市美し郷霧山 

施設の設置目的 都市との交流を深めながら地域の活性化を図り、もっ

て市勢の振興に資する 

指 定 管 理 者 美し郷霧山施設管理運営協議会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

霧山施設の使用の許可及び施設、設備器具等の維持管

理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

津市美し郷霧山内簡易宿泊施設の使用について、美し郷霧山施設

管理運営協議会は許可申請書の提出を受けず、また、許可書を交付

せずに、その使用を許可していたが、津市美し郷霧山の設置及び管

理に関する条例施行規則第５条においては、使用許可を受けようと

する者は、許可申請書を指定管理者に提出しなければならない旨が

定められ、また、同規則第６条においては、申請により使用を許可

したときは、許可書を交付するものとする旨が定められていること

から、同規則に基づき適切に事務を執行されたい。 

エ ヒストリーパーク塚原管理運営協議会(所管部局：美杉総合支所地域

振興課） 

     指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市ヒストリーパーク塚原 

施設の設置目的 本市の自然環境資源等を活用することにより、都市

との交流を深めながら地域の活性化を図り、地域の振

興に資する 

指 定 管 理 者 ヒストリーパーク塚原管理運営協議会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

ヒストリーパークの使用の許可及び施設、設備器具等

の維持管理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの



である。 

（イ）指摘事項 

基本協定書の第１８条において、ヒストリーパークの管理及び運

営に当たり、津市の責めに帰することができない事由によって生じ

た損害や、ヒストリーパーク塚原管理運営協議会（以下「協議会」

という。）が第三者に与えた損害は、協議会の負担とすることとな

っている。 

一般的に公の施設における損害について、市が国家賠償法上の損

害賠償責任を負うときは、その責任の割合に応じて市が指定管理者

に対して求償することがあり得るほか、民法上の損害賠償責任を指

定管理者が負うことも想定されるため、協議会にあっては、損害賠

償に係るリスク管理として、賠償責任保険に加入するなど、所要の

対策を取られることを検討されたい。 

オ 津市一身田寺内町の館(所管部局：教育委員会事務局生涯学習課） 

     指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市一身田寺内町の館 

施設の設置目的 一身田寺内町における地域固有の歴史、文化等の

紹介、案内等を通じて、地域の文化財の保護、保存

及び活用を図るとともに、住民による積極的な交流の

場として供し、地域社会の健全な発展の促進及び

住民福祉の増進を図る

指 定 管 理 者 一身田寺内町の館運営委員会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

寺内町の館の使用の許可及び施設、設備器具等の維持

管理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

公共的団体等が津市一身田寺内町の館内会議施設を使用する場

合の利用料金について、一身田寺内町の館運営委員会は、利用料金

減免申請書の提出を受けずに、その利用料金を免除していたが、津

市一身田寺内町の館の設置及び管理に関する条例第１７条におい

て、公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認めるとき



は、利用料金を減額し、又は免除することができる旨が定められて

いる趣旨を踏まえ、減免の対象となる公共的団体等が当該施設の使

用許可を申請する際には、利用料金減免申請書の提出を求め、「使

用目的」及び「減免申請の理由」欄の具体的な記載内容によって、

減額又は免除の可否を判断するよう是正されたい。 

第６ 監査意見 

本市の出資団体である久居都市開発株式会社は、近年、ポルタひさいの

テナントが相次いで退去したことにより、第２１期（平成２４年４月１日

～平成２５年３月３１日）で当期損失を計上すれば、２期連続で欠損を生

じることになり、金融機関は債務全額の返済を同社に対して求めることが

できる。その場合、同社は返済能力がなく経営は破綻し、損害担保契約に

より、市は同社の債務約７億２，９００万円の肩代わりを求められる事態

となる。このことから、市の対応として、久居駅東側周辺地区及び久居庁

舎の整備との関連を踏まえ、財政負担の問題も考慮しつつ、ポルタひさい

を取得し、行政機能として活用する方向で種々検討されているところであ

るが、早期に最善の結論が得られるよう望むものである。 


